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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ２ 年 ９ 月 会 議 

 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

令和２年９月１８日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 認定第 １号 令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 

      認定第 ２号 令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 

      認定第 ３号 令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定につ

いて 

      認定第 ４号 令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定に

ついて 

      認定第 ５号 令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について 

      認定第 ６号 令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定につ

いて 

      認定第 ７号 令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定に

ついて 

（報告第３号 決算特別委員会審査報告） 

日程第 ３ 請願第 １号 全国学力調査を全員参加方式から抽出方式に改めるよう求める意

見書の採択について(請願)について 

日程第 ４ 意 見 書 案 第 2号 新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書（案）

について 

日程第 ５ 意 見 書 案 第 3号 最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書（案）

について 

日程第 ６ 意 見 書 案 第 4号 種苗法の改正に関する意見書（案）について 

日程第 ７ 意 見 書 案 第 5号 子どもの医療費無料化制度の拡充を求める意見書（案）につい 

             て 

日程第 ８ 意 見 書 案 第 6号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化 

             に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）について 

日程第 ９ 意 見 書 案 第 7号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求め 

             る意見書（案）について 

日程第 10 意 見 書 案 第 8号 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書（案）につい 

             て 

────────────────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第10まで議事日程に同じ 

────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

  １番   越 前 谷  邦  夫  君    ２番   大 久 保  富 士 子  君 

  ３番   篠  原     功  君    ４番   大  屋     治  君 

５番   立  野  広  志  君    ６番   五 十 嵐  篤  雄  君 

７番   千  葉     薫  君    ８番   今  野  幸  子  君 

９番   下  道  英  明  君   １０番   石  川  邦  子  君 

１１番   板  垣  正  人  君   １２番   大  西     智  君 

────────────────────────────────────────── 

欠席議員（０名） 

────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 副 町 長 遠  藤  秀  男  君 
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室 長 
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税務財政

課 長 
藤  岡  孝  弘  君 

住民課長 後  藤  和  郎  君 
健康福祉

課 長 
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ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
金  子  信  之  君 

観光振興

課 長 
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課 長 
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新型コロナ

ウイルス特

別対策室長 
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篠  原  哲  也  君 
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杉  上  繁  雄  君 教 育 長 皆  見     亨  君 
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管理課長 末  永  弘  幸  君 
社会教育

課  長 
角  田  隆  志  君 

代表監査

委 員 
山  口  芳  行  君   

────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 書 記 阿  部  は る か 
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────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、11番、板垣議員、１番、越前谷議

員を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎認定第１号から認定第７号まで一括説明、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第２、認定第１号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の

認定についてから認定第７号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定

についてまでを一括して議題といたします。 

  各会計決算の認定については、決算特別委員会の付託事件でありますので、決算特別委員

会委員長から一括して報告を求めます。 

  五十嵐委員長。 

○決算特別委員会委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。 

  読み上げて報告とさせていただきます。 

  報告第３号、委員会審査報告書。 

  令和２年９月18日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。決算特別委員会委員長、五十嵐篤雄。 

  洞爺湖町議会令和２年９月会議において、特別委員会に付託の事件は、審査の結果、下

記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告いたします。 

  記。 

  １、審査期日。令和２年９月15日、16日、17日、３日間。 

  ２、審査の対象。 

  認定第１号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について。 

  認定第２号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について。 

  認定第３号令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について。 

  認定第４号令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定について。 

  認定第５号令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について。 

  認定第６号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定について。 

  認定第７号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について。 

３、審査の結果。 

  令和元年度各会計決算認定については、次のとおり意見を付して認定すべきものとして決
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定した。 

  裏面をごらんください。 

  ４、審査意見。 

  決算審査を付託された決算特別委員会は、９月15日より17日までの３日間にわたり、水道

事業会計、一般会計、特別会計の審査を行いました。一般会計においては、年度後半の２月、

３月に新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、観光業へ影響を及ぼし入湯税は大きく減少

しましたが、歳入歳出とも前年度より増の決算となりました。 

  歳入増の主な要因は道支出金と町債の増加であり、そのことについては歳出における農業、

漁業の大型設備への補助、民間大規模建築物耐震改修に対する補助及び虻田地区の道路整備

事業の実施によるものであります。今後、大規模事業に関しては十分な財源確保を図り、将

来に対する負担が過大とならないように留意することが重要と思われます。 

  水道事業会計、特別会計においては、監査委員の審査意見のとおり問題なく運営されてお

り、著しい変化も見られないことから、特に指摘することはないと思われます。 

  令和２年度は新型コロナウイルス感染症への対応に係る新規事業がある一方で、事業の中

止等があり、財政運営には従来よりも細心の注意を払うことが求められます。 

  また、現在、課題となっている自主防災組織の取組強化、育英資金活用の拡充、ふるさと

納税寄附金のさらなる増収に向けた取組み、ＦＭワイラジオ放送の活用強化なども適宜進め

ていただきたい。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） これで、報告を終わります。 

  なお、決算特別委員会は、議長、監査委員を除く全員による委員会でありますので、委員

長に対する質疑を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。質疑を省略いたします。 

  それでは、認定第１号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定についてから、

１件ずつ討論と採決を行います。 

  初めに、認定第１号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について、討論は

ありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、認定第１号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定についてを採決

いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、認定第１号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定については、

認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第２号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について、討論はありま

すか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、認定第２号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定についてを採決いた

します。 

  お諮りいたします。 

  本件は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、認定第２号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定については、認定

することに決定いたしました。 

  次に、認定第３号令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について、

討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、認定第３号令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定につい

てを採決します。 

  お諮りいたします。 

  本件は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、認定第３号令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定につ

いては、認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第４号令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定について、

討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、認定第４号令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定につ

いてを採決します。 

  お諮りいたします。 

  本件は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、認定第４号令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定に

ついては、認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第５号令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について、討論

はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、認定第５号令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定についてを

採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、認定第５号令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について

は、認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第６号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定について、

討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、認定第６号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定につい

てを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、認定第６号令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定につ

いては、認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第７号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について、

討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、認定第７号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、認定第７号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定に

ついては、認定することに決定いたしました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

  説明員については、退席いただいても結構でございます。 

（午前１０時１３分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 休憩を解きます。会議を再開きます。 

（午前１０時１４分） 

────────────────────────────────────────── 

◎請願第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第３、請願第１号全国学力調査を全員参加方式から抽出方式に改

めるよう求める意見書の採決についてを議題といたします。 

  本日まで受理した請願はお手元に配付した請願第１号の写しでございます。 

  お諮りいたします。 

  請願第１号については、会議規則第87条第２項の規定により、委員会の付託を省略したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

          〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） ほかに異議ございませんか。ほかに異議のある方はいらっしゃいませ

んか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議がお一人なので、したがって請願第１号については委員会の付託

を省略することに決定いたしました。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） どうして１人ではだめなのですか。 

  ちょっと進め方として聞いていいですか。 

  請願については、委員会に付託するのが基本原則で、委員会付託にしない場合については、

その付託しない理由含めて当然、本会議で議論があってしかるべきだと思うのですが、それ

をただ１人だけが委員会付託に同意してないからといって、委員会付託ではなくて、本会議

で決めるというようなやり方はおかしいのではないですか。 

○議長（大西 智君） 今、立野議員から１人の異議者の中で委員会付託をしないというのは

おかしいのではないかということなのですけれども、私のほうから説明させていただきたい

と思います。 

  今回の場合においては、委員会付託の省略を決議というか省略についてを皆さんに聞いた

のですけれども、その中で会議規則の条例の中に第82条に出席議員の２名以上の異議がなけ

れば、その異議が認められないという決まりになっております。 

  それで、今、２回ほど私は異議ありますかということで皆さんに問いかけたのですけれど
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も、立野議員１名だったものですから、この委員会付託を省略するということになりました。 

  今の件ですか。５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 私もそれは事前に読んでいました。特に請願の扱いなどについては、

基本は委員会に付託するけれども省略することもできるというふうにたしか書いてあったと

思うのです。その際の、手続きについては、それは動議であれば２人以上ということになる

のかもしれませんが、そうではなくて全会一致を原則として考えたときに、委員会付託が原

則だということで、それに不同意の人が１人でもいれば、これは当然、規則どおりに委員会

に付託すべき内容だと私は思います。 

○議長（大西 智君） 今、立野議員のほうから１人でもということなのですけれども、第87

条の２項に会議に付した請願の委員会付託は、会議の決議で省略することができるというこ

とになっております。 

  そういった会議規則の中で、今、私のほうで異議を皆さんに求めたのですけれども、立野

議員１人の異議しかない部分がありまして、今回については委員会の付託を省略することに

決定するということになったのです。（発言する者あり） 

  あくまでも、この規約条例によって会議を進めているということで、事前にその請願につ

きましては、私も局長と初めての私の経験なものですから、しっかりと勉強させてはいただ

いたのですけれども、そういった中で進めていくということで問題ないかと思います。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 議会の運営上、例えば具体的な明記がない場合は、原則にまず照らし

て、原則で実施する。ただ、その中で、全会一致であればその規則以外のことで決めようと

する場合には、全会一致を原則とするということだと思うのです。 

  そこで、実際に可能だと、委員会に付託しないで本会議で決めることも可能だというのは、

あくまでもその原則はこうだけれども、こういう場合には委員会に付託しなくてもいいとい

う話であって、それを全会で一致してないのであれば、これは原則に従うのが通常の議会運

営の方法ではないかと私は思うのですけれども。 

  私は長い間、そういうつもりでやってきました。ですから、そこで例えば今回のような請

願についても、やはりよく委員会で審議をして、その可否について議論すべき中身だという

ふうにも思いますので、そういう扱いを私はすべきではないかと思います。 

○議長（大西 智君） 委員会付託に関しては、先般行われました議会運営委員会の中で委員

会付託をしない中でこの本会議において、委員会付託をするかどうかということで、議会運

営委員会の中で皆さんお話はされたと思います。 

  立野議員も委員の１人なので、十分、その辺は分かっているかと思います。議運で委員会

付託するかどうかという話も出たのですけれども、こういう形で提出するということになっ

たと思います。 

  この件に関しましては、先ほど異議が１名しかいなかったことにおいて、請願第１号につ

いては、委員会の付託を省略することと決定いたしました。 
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  これから、請願第１号について質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

○５番（立野広志君） 質疑というのはどういうことですか。誰が答えるんだ、それに。 

○議長（大西 智君） これは紹介者ですね。 

（発言する者あり） 

○議長（大西 智君） 前回の請願が出てきたときも、そういった議事の流れでやっておりま

す。 

  質疑がある場合は、こちらに来ていただいて質疑に答えていただくということになります。

質疑がある場合です。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「あり」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） まず初めに、反対者の発言を許したいと思います。 

  反対討論ありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 本件に賛成者の発言。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 私は紹介議員でもありますので、この中身についてはまず第一に十分、

委員会の中で審議をいただきたいと思っています。 

  請願の中身そのものは、来年度から実施される、あるいは実施予定の全国学力調査につい

ては、悉皆調査からサンプル調査にすべきだということですので、時期的には委員会で十分

審議して、次回の定例議会で結論を出すこともできる、そういう内容だと思っておりますの

で、この場で、これを否決するということのないようにくれぐれもお願いをしたいと思うと

いうことと、もう一つはこの請願に対して賛成する理由について幾つか述べたいと思います。 

  この全国学力学習調査は、2007年からほぼ悉皆で実施されています。ゆとり教育により、

学力低下への反動でこの実施が始まったわけでありますが、実施の中身についてはちょっと

省略しますけれども、北海道では全体の正答率、管内ごとの正答率、市町村ごとの正答率を

公表すると。全国の平均点と比較したヒストグラムで正答率を表示しておりますが、これま

での教育の成果を評価し、今後の課題を見つけ出すとか、子どもたちに学習の進歩を捉え、

指導の改善に役立てるとしていますけれども、しかし子どもたちの学習状況を把握し、今後

の教育指導の材料とする視点というのは、これは地方教育委員会や学校が重視するものであ

ります。 

  子どもたちに学習内容がどのように定着しているか、逆にどのようなところでつまづいて

いるのか、あるいは課題はあるか、こうしたことからを明かにすることがこのテストの意義
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であって、そうしたメリットがなければテストを受ける意味はないと思います。 

  実際に2007年度調査と2008年度調査の結果はほぼ違いはありませんでした。結果をほぼ予

期できるような調査に多額の税金、約50億円をかける必要があるのかどうかという疑問があ

ります。 

  もう一つは、市町村ごとの結果公表ですが、平均正答率の自治体別の一覧の公表には、そ

の学校は子どもたちの力をどのくらい伸ばしたかという付加価値に着目するなら大変意義が

あることですけれども、しかし、結果が公表された際に最も関心を集めるのは平均点の高さ、

結果、自治体別一覧の公表は全ての理屈を超越して、学校間の序列化を進行させ、競争意識

をあおる効果が優先されています。 

  学力テストの点数を上げることが目的化してしまい、子どもの全面的な成長を支えるとい

う教育本来の視点が揺らいでいます。子どもはテスト準備やテスト漬けによるストレス、教

員は授業準備そっちのけにテスト対策に追われる過重労働、学力調査なら悉皆ではなくサン

プル調査、抽出調査で傾向は十分に把握できるはずです。 

  こういう観点にかんがみて、今回の全国学力調査を悉皆調査から抽出調査に改めるという

ことが今、子どもの教育にとっても必要なことだと考えていますので、この請願については

私は賛成をしたいと思います。 

○議長（大西 智君） ほかに討論はございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） なければ、これで討論を終わります。 

  これから、請願第１号全国学力調査を全員参加方式から抽出方式に改めるよう求める意見

書の採択についてを採決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  お諮りいたします。 

  請願第１号を採択することに賛成の方は起立をお願いします。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立少数です。 

  したがって、請願第１号については、不採択とすることに決定いたしました。 

────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第４、意見書案第２号新型コロナウイルス感染症対策の強化等を

求める意見書についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 意見書案第２号について、これから読み上げて提案させていただきま

す。 

  その前に、この意見書案の文案というか、文書そのものは今年、第２回道議会の定例会に
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おいて、同内容の意見書が採択されていることをまずご報告させていただきます。 

  それでは、意見書案第２号について読み上げて提案させていただきます。 

  令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。提出議員、立野広志。賛成議員、今

野幸子。 

  新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、

厚生労働大臣、経済産業大臣。 

  本文を読みます。 

  新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書（案）。 

  新型コロナウイルス感染症の全国的な広がりの中、政府が全都道府県を対象として発令し

た緊急事態宣言のもと、各都道府県においては検査・医療提供体制の確保を初め、緊急事態

措置による外出自粛や休業要請等の住民、関係者が一丸となった取組みを進め、５月25日に

は全都道府県において緊急事態宣言が解除された。 

  北海道においては、２月中旬からの患者の急増に引き続き、第２波とも言える感染拡大を

経験しており、今後においてはこれまでの経験を生かしながら感染症対策と社会経済活動を

両立させていくこととしている。 

  しかしながら、新型コロナウイルス感染症との戦いは長期化することも見込まれていると

ころであり、検査体制・医療提供体制のさらなる充実のほか、重篤化のリスクが高い方が多

く利用する社会福祉施設におけるクラスター対策など、現下の感染症を確実に押さえ込みつ

つ、次なる感染拡大の波に確実に対応できるよう準備を進める必要がある。 

  また、外出の自粛や観光客の減少などにより、宿泊・旅行業、飲食業を初めとしたサービ

ス業を中心に消費が著しく減退し、製造業などでも部品・原料調達ができないことによる受

注、販売機会の損失の発生が見られるなど、道内の中小・小規模企業の経営環境は大変に厳

しい状況にあり、さらに雇用の維持や従業員の生活安定など、様々な方面に対しても一段と

厳しさを増しつつある。 

  よって、国においては、より一層スピード感をもった対応が必要であることから、次の事

項について早急に対策を講じるよう強く要請する。 

  記。 

  １、新たな検査方法への対応を含め、検査体制整備への取組みに対する財政的支援を継続

するとともに、簡易検査キットの開発を含め、検査対象基準の見直しなどさらなる検査体制

の充実を図ること。 

  ２、次の流行の波に備え、医療機関や社会福祉施設等の医療、介護従事者に対する支援を

充実するとともに、感染防護に必要なマスクやゴーグル、防護服等の資機材の確保や計画的

な備蓄など、再流行期に不足が生じないよう国の責任において確保すること。 
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  ３、国際社会と連携し、感染拡大防止に有効であるワクチンや治療薬を開発し、早期に提

供すること。 

  ４、住民からの相談対応や検体、患者搬送、積極的疫学調査等、多岐にわたる保健所の感

染対策業務に関わる経費に対する財政措置を充実すること。 

  ５、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たり、一般病棟の休止や救急患者の受入

れ停止などにより、大幅な減収を余儀なくされている。また、疑い患者の有無に関わらず、

多くの医療機関において収益が低下しており、経営への大きな影響は避けられない状況とな

っていることから、減収となった医療機関に対するさらなる財政的支援を行うこと。 

  ６、社会福祉施設等でクラスターが発生した場合においても、必要なサービスが提供でき

るよう介護職員等の応援体制の構築や職員の確保、定着のための継続的な財政支援を行うこ

と。 

  ７、感染症の影響が長期化し、個人事業主や中小企業の経営悪化が深刻化する中、緊急か

つ万全な中・小規模企業への金融支援対策や各種税の支払い等に関する柔軟な対応、また業

種職種を問わず、個人事業主を初めあらゆる事業者、労働者への支援策の充実や新規学卒者

等の採用に対する特段の配慮など、当面の事業継続、雇用維持に万全の対応を行うこと。 

  ８、地域の中小企業の需要喚起に向けた取組みを感染収束の各段階に応じ、効果的に行う

とともに、国による「ＧｏＴｏキャンペーン」を効果的な事業とするため、時期を逸するこ

となく実施するほか、制度設計に当たってはこれまでの感染状況やそれに起因する地域経済

への影響を踏まえること。 

  ９、緊急事態宣言の発出に伴う外出の自粛により、観光業や飲食業を初め、事業者に多大

な影響が生じていること。さらには、休業要請に応じた事業者は大きな売り上げ減少に直面

したことから、宣言を発出した国の責任のもと、事業者への損失保証を行うこと。 

  10、北海道においては、学校の臨時休業が長期化したことから、その影響を受けた子ども

たちに対し、学びの保障に向けたＩＣＴ機器の整備、人的支援、衛生用品の確保など、優先

的な環境整備を行うこと。 

  11、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による景気低迷等に伴い、国税や地方税につい

て、大幅な減収が見込まれることから、地方自治体の財政運営に支障を生じないよう十分、

かつ確実な財源措置を講ずること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

  令和２年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西 智。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書について質
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問させていただきます。 

  コロナの収束が見えない中、当町においても対策室を設置して、町民の感染予防や低迷す

る産業を支える支援を実行しているところでございます。しかしながら、この対策というの

は多岐にわたる関係で、この小規模自治体ではどうしてもこの対策をするにはおのずと限界

があると思います。 

  そういった意味から、国に強力な支援を求めることは当然のことと思いますし、このこと

からして、この意見書に書かれております検査体制の整備、感染防護の資機材の確保、ワク

チンの早期供給、医療機関への財政支援、経営が悪化する企業への支援、休業要請への対応、

学校への環境整備、地方自治体への財政措置など、ほとんどのこの対策が網羅されていて私

もこの内容には問題ない、まさに必要なことだというふうに理解をしている１人でございま

す。 

  ただ、細かいところですが、ＧｏＴｏキャンペーンのこの内容については、もう既に始ま

っていて、この文面でいくと時期的にずれが生じているかなということと、この自粛要請に

対しての損失補塡がちょっと範囲的にどこまで補塡できるのかというところに若干の懸念が

ございますが、この意見書についてはそれなりにまとまっていて、このことについてはやは

りしっかり要請すべきだなということも思っているところでございますが、この辺のことも

あったものですから、私なりにこの意見書についていろいろ確認をさせていただきました。 

  先ほど、提案者が冒頭、道議会でこの全く同じ文面の意見書が提出されて、可決されたと

いうご案内がございましたけれども、確認して調べましたら全くそのとおりで、７月の道議

会の定例会で釧路から選出されている自民党議員の方が提案をされて、道議会にこの意見書

の提案が通った内容でございます。何回も読み直しましたけれども、全く同じ文面でござい

ました。 

  そこで、私はこの内容については特に問題を指摘することはございませんが、この道議会

に提案された意見書が同じくこの当町の議会に提案されたことについて何点か、２点ほどお

伺いをしたいと思いますので、お答えをいただきたいと思います。 

  全く同じ内容の意見書をなぜこの当町のこの議会に提案されようとしたのか、そのことの

理由を教えていただきたいということと、もう１点は会派の代表者会議などで今回、道議会

で提案されたということをしっかりお伝えするタイミングがあったと思うのです、事前に。

それが行われずに、今、行われたことがとても残念に思っていますし、この内容でしたら恐

らくこの我々議員が皆賛同したのではないかなというふうに思われますので、事前に同じ内

容であることを公表して、洞爺湖町議会全体でこの意見書を提案するということを考えなか

ったのかどうか。この２点について、ぜひお答えできる範囲で結構ですけれども、お答えを

いただきたいというふうに思います。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、ご質問がありましたが、内容的には賛同できる中身だということ

を前提でお話をいただいて、二つの理由について説明いただきたいと。 
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  一つは、なぜ当町の当議会でこれが提案されることになったかということなのですが、こ

れは２番にも関わることですけれども、どこの政党や会派が出したにしても、やはりコロナ

の対策というのはどこの地域でもやはり共通して国に対して財政支援を含めて求めているこ

とであります。 

  ですから、例えばこれはほかの意見書もそうですけれども、どこかの意見書出だして、う

ちの議会でなぜ出したのだみたいな話になりますけれども、中身が本当に今の町民、あるい

は町の実態に即して必要かどうかということをそれぞれの議会が独自に判断をし、考える必

要があるのだろうと思うのです。どこかで出したからうちも出すというのではなくて、もし

どこかで出して、それがいいものであればここの議会でも当然、提案させていただく。道議

会では自民党の会派の方が提案されて可決されました。大変、中身的にはいろいろ不満点な

いわけではないのです。ないのですけれども、でも、全会一致という形で今のコロナ対策を

国に求めていこうとすれば、当然、譲歩すべきところもあるわけで、その辺はやはり道議会

でも通った中身を全道の市町村の議会でも同じように国に要望するということのほうが、よ

り大きな影響力といいますか、国に対する働きかけになるのではないかということで、今回、

道議会で６月に提案されましたけれども、それを改めて私がこの議会で提案させていただこ

うと思っていたわけです。 

  ３月の中身から見ても、コロナの感染問題はどんどん進行していっていますから、全く３

月と同じではないし、やはり何回か波を繰り返しながら、北海道の場合は第３波を迎える可

能性が十分あるような危険性があるということで国への支援を出したということ。 

  それから、会派代表者会議でこれが道議会で提案されましたということを説明する必要が

あったかどうかというのは、説明したら通る、説明しなかったら通らないという話ではない

と思うのです。やはり、中身としてそれぞれの会派の皆さんが検討していただいて、これは

いいものだということであれば、私は賛同いただけるものだと思ったから、あえてどこかの

議会で通った中身ですというようなことは述べませんでした。そのことはご理解いただきた

いと思います。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

  ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、先ほどと重複するのですけれども、冒頭、今、提出議員のほうか

ら道議会で意見書が採決されているということで今日、初めてお聞きしたところなのですが、

この後の議案の中の意見書案６号がちょうど町村議会の議長から来ている要請があったとこ

ろで、これは総務常任委員会のほうで付託しているということで、特にこのコロナウイルス

に関して今回の総務常任委員会に付託されたものは、地方税財源の確保という面があります

けれども、もし非常にちょっと驚いているというか残念なのは、今の意見書とその委員会に

付託されたものを、もしコロナであるのであれば一本でということで、たしか僕は議運のと

きに会派代表者会議のときもそうなのですがお話ししたような気がするものですから、なぜ

に同じ文書が意見書に出てきているのかということで、この整合性、総務常任委員会での付
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託の案とこの２本を１本にしようというふうには考えなかったのでしょうか。これだけ１点、

お聞きします。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） この当議会の意見書提出時のルールとしては、事前に会派代表者会議

でそれぞれの会派が意見書の原案を持ち寄って、そして成案提出までにそれを調整しようと

いうことになっています。 

  私は、会派代表者会議でこの意見書案を提案させていただきたいということで原案を出し

ました。その後、会派の方に例えば、今、質問された下道議員にも意見書についての意見を

伺った、そのときには一緒にするというような話は出ておりませんでしたし、また今回、提

案している意見書の中身というのは、コロナ対策の全体的な対応、国の対応について、特に

行政に対する財政支援、地方自治体の財政運営に対する支援というだけではなくて、医療機

関であったり、あるいはこのコロナの感染防止のために様々な取組みをしている、そういう

事業所、そして緊急事態が発出されたことによって休業を余儀なくされた、そういったもの

に対する支援も含めて、総体的なコロナ対策の支援ということで出させていただいたので、

この後に出てくる意見書とは同じ中身では決してありません。最後には、確かにこの国や地

方税への減収や、あるいは地方自治体の財政運営に支障が来さないようにということで一言

は入っていますけれども、それ以前の部分を見ていただければ当然、違う中身といいますか、

それ以上に幅広い支援を求めているということは明らかだと思います。 

  その点、なぜ一緒にならなかったのだと言われても、それは各会派の方々から、どうだ一

緒にしないかと、説明したときだけの話ではなくて、その後の調整の中でそういう議論があ

れば、そういう方向で考えたこともあるかもしれませんが、そういう意見が全く出なかった

ので、私はこれは今回、こういう形で出させていただくしかなかったのです。それは当然、

お分かりだと思います。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑は。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今回の意見書の内容なのですが、自分は３日間、出る機会がなかっ

たものですから、実は道議会の意見書も自分は手に入れていたのです。それで、立野議員の

提出議員となっているこの意見書の内容一句一句照らし合わせてみたら全く同じなのです。

道議会で出した意見書と。違う点は、意見書を道議会のほうは、地方自治法第99条の規定に

より提出するというだけなのです。立野議員の場合は、今回出したのは規定により意見書を

提出します。これだけの違いなのです。 

  先ほどあなたが言っている内容というのは、十分、自分自身は理解しているのです。して

いるのだけれども、こういう意見書を出すとするならば会派代表者会議の中で、実はこの意

見書については、こうこうこういう内容なのです、道議会で全く同じ意見書の内容なのです

ということを言えば、やはり自分も心が揺れ動いて優しいから、揺れ動いて、それだったら

いつでも賛成議員になるってなったかもわからない。そういう、今回の場合は立野議員、反
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省してもらいたいのは、協調性が欠落しているのですよ、あなたの。このことを十分、あな

たは受け止める必要性があると思います。全く同じなのですから。99％、0.1％が違うとす

れば、道議会のほうでは規定により提出するなのです。あなたの場合は、規定により意見書

を提出しますなのです。この違いだけなのですよ。 

  だとすれば、もっと協調性をもって、やはり、どうだいって、こういう内容でこうなんだ

けども、どうなんだろうって言ったら、自分は心揺れ動きましたよ。今回、休んでいる期間

に前もって取り寄せておいた道議会の意見書と照らし合わせると、一句一句合わせてみたら、

あ、う、も全く同じだ。違うのは先ほど言ったところだけ。 

  だから立野議員、こういう道民、国民の感染症を防止するためにはこうだ、そして事前に

予防対策するためには自治体の予算についてもこうだという懸念はあなたも私も同じですよ。

だとするならば、会派代表者会議の中で、実はこの意見書についてはこうこうこうなのでど

うでしょうかねということを言えば、私は心揺れ動きましたよ。あのときは、中身は読む機

会がないわけだから、会派代表者会議のときは。 

  そういうことを考えて、あなたはやはりこれからも意見書をたくさん出すだろうから、や

はり協調性の欠落というのは今回はっきりしていますよ。道議会の意見書と全く同じなんだ

から、全く。あなたのふだん書く名文書ではないんだよ。そのことをもう少し、あなたはや

はり反省するものは反省して、やはり道民のために、国民のために、もちろん町民のために

プラスになるのだから皆さんどうですかというような、みんな今回のコロナウイルスでは同

じ考えですよ、あなたと。そういうことを反省する、協調性の欠落というものを私は受け止

めるのですが、その辺は何か反論ありますか。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今の質問を聞いて大変びっくりしました、正直。何がびっくりしたか

というと、意見書の中身ではなくて、提出者によってその賛否を判断すると、こういう考え

方だということを言われているのだと私は思います。 

  例えば、道議会でそういうどうですかというふうに、どういうふうにしているか分かりま

せんよ。あれだけ多い人数ですから、その中で全会が一致して、この意見書に賛成したとい

うことは、これは、それはふだんは好き嫌いあるかもしれません。政党の違いがありますか

ら、当然。意見の違いもある。だけども、この意見書の中身、文面から見れば、これは誰も

が賛成しなければならないし、賛成して国に要望しなくてはいけないというふうにどの会派

も議員も判断して決めたのだと思いますよ。 

  そういうことから考えたら、この洞爺湖町議会であったって、誰が意見書を提案しようが、

その中身を十分議論する時間はあったはずです。会派代表者会議から成案として出すまでの

間に一定の日数もあって、それぞれ皆さんいろいろ調べて来られていると思います。だから、

そのときに文面もよく読んで、今の実態でこの意見書はやはり町民にとっても、行政にとっ

ても大切だと、地域の中小企業にとってもこの意見書はやはり通すべきだというふうに判断

されれば通すのであって、私が提案したからということを前提にして賛成するか、反対する
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かという判断をするというのは、これは議会としては言論の府としては、これは間違ってい

ると私は思います。 

  そうではなくて、ですから私もほかの会派や議員の方が提案して内容がよければ賛成もし

ます。別にそれでどこの議会が通りましたとか、そんなことを聞かなくても中身をよく見れ

ば、これが町にとって必要なのかどうか分かるわけですから。分からない場合、こういう場

で聞くのですから。 

  ですから、私はそういうことで今回、意見書を出させていただいたし、この後の意見書も

そういう意味で中身でぜひ議論できるようにしていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） １番越前谷議員。簡潔にまとめて質疑をお願いします。 

○１番（越前谷邦夫君） いいですか、この意見書の内容というのは先ほどから言っているよ

うに、私もあなたも同じ思いですよ。町民の、道民の、国民の生命を守る、健康を守る、そ

れからそういう予防対策には地方自治体の財源が乏しいだけに何とか国でやってくれという

ことも含めて、全部同じなのです。 

  だけど、あなたの文書で書いて出したのだったら十分理解できるよ。だけども、一句一句

これ道議会のあれ、見てください。一句一句、皆さん照らし合わせてください。どこも同じ

だから、自分は一句一句調べてみた。びっくりしたんですよ。違うとすれば、先ほど言った

ように意見書を提出しますと、道議会のほうは提出すると、それだけの違いですよ。 

  だとするならば立野議員、何度も言うけども、会派代表者会議のときにこの意見書の内容

は道議会で提出する内容と同じものですと、ですから町党派で出しませんかと言えば、私は

心動きましたよ。あなたの意見書だって、自分に思いは同じだとすれば、今までも賛成して

きた。今回のこれだって、結果、賛成か反対かこれからなのですから。 

  だけど、言いたいことはもう少し協調性に欠落していると思うのです。もう少し協調性を

持てばストレートにいろいろな意見を出し合って、洞爺湖町議会としてはこういう結果で意

見書を提出したと、そういう結論が出ると思うのです。だけども、何度も言うけどあなたに

前々回も僕は協調性ないと言った。同じだ。全く、だけど中身が中身だけに心が今、揺れ動

いているのだけれども、あなたもう少しやはり意見書の内容もしかりだけど、もっと協調性

の欠落分というものをあなたはやはり反省するべきだと思うのです。通るものも通らなくな

る。今回は通るものも通るか分からないけれども。 

  そういうことで、反論があったらどうぞ。あるならば、また反論させてもらいます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） これまでも何回か意見書、会派の会議でこの前の議会もそうですが、

原案として提案させていただいて、その後、できるだけ会派の代表の方にその後、どういう

対応になりますかと、もしできるならば一緒に提案させてもらえませんかと、あるいは逆に

こちらが原案出したけれども、提出者となっていただけませんかというようなことも何回か

私は努力してきたつもりです。 

  ただ、残念なのは、その段階で、まだ会派では勉強会が終わっていないと、あるいは私個
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人では判断しかねないとかというような、様々そういうような意見を聞かされました。成案

の提出期限が近づいているのに、まだその会派の意思も決まっていない、あるいは会派の中

でも個人的に判断できないと、こういうようなことが繰り返されてきて、私、決して努力し

てないわけではないのですよ。でも、そういうふうにして結局は私どもの会派だけで提案せ

ざるを得ないことも随分ありました。 

  時には、ほかの会派の方に提案をしていただいて、とにかくこれが議決されるように私た

ちも努力してきたつもりです。今回の場合も、当然、これは道議会で提案されている内容で

可決したことは、もう会派の方は持ち帰って勉強されれば分かることだと思っていたのです。

ですから、そうであれば例えば私どもが提案したとしても、中身は道議会の全体の意思だと

いうことになれば、それは公明党さんであれ、自民党さんであれ、誰でもが賛成していただ

けるものだと思って私は出しています。たまたま提案する今回、会派が私どもだったという

ことだけであって、それを事前に何か道議会で決まった中身だよということをあえて私は言

う必要がないと思ったのです。というのは、全く同じ文書だと言いますけど、同じ文書で悪

いことは何もないですよね。道議長会から出された意見書の原案をそのまま通すことだって

あるわけですから、全道が同じ意見書で提案されることもよくあることです。 

  ですから、同じ文書であるということが問題ではない。問題は、やはり事前に道議会でも

採択されましたということを一言加えればよかったということだと思うのですけれども、そ

れはこれから心がけておきたいと思います。それと、ぜひ本筋としては意見書の中身でもっ

て是否の判断をお願いしたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員、意見書の中身についての質疑で。 

○１番（越前谷邦夫君） 今の答弁で、議長だって許して答弁しているのだから、反省すると

いうことなのですか。心がけるということなのですか、今のは。反省と心がけるは違うよね。

やっぱり、その辺を立野議員、やはり今回については私も本当に進め方に問題があったと、

反省しますという一言さえないのか。心がけますと反省は違うよ。これ全部、辞典調べてみ

てください。心がけますと反省しますは全く違うと思う。どっちなのですか。 

○議長（大西 智君） 立野議員、質疑としては意見書案の中身ではないので、この辺は会派

代表者会議でまたいろいろな形等々で議論していただければなと思いますので、この意見書

案についての質疑はこれで終了したいと思いますけれども、よろしいですか。 

  質疑はございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  越前谷議員、その辺は意見書案の中身について具体的な質疑……（発言する者あり） 

  答弁はありますか、立野議員。では簡潔にお願いします。 

○５番（立野広志君） 会派の代表者会議でできるだけ分かっている情報を事前にお話をする

ということで、それは私の心がけです。決して、提出方法とか手続き上、間違っているわけ
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ではありませんから反省ではありません。 

  やはり、各会派に分かっていただくための努力をするということの心がけをさらにしてい

きたいと思っています。 

○議長（大西 智君） 質疑を終了いたします。 

  立野議員、自席に戻ってください。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありまか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第２号新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書につい

てを採決いたします、 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、意見書案第２号新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書（案）

については、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第５、意見書案第３号最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を

求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 意見書案第３号について提案させていただきます。 

  これも一部分が、今年の第２回定例道議会の中で可決された内容が含まれています。 

  それでは、読み上げて提案させていただきます。 

  意見書案第３号、令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。提出議員、立野広

志。賛成議員、今野幸子。 

  最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出いたします。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、財務大

臣、中央最低賃金審議会会長。 

  最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書（案）。 

  日本の最低賃金は、都道府県ごとに四つのランクに分けられ、地域別最低賃金の2019年の

改定では、最も高い東京は時給1,013円、北海道では861円、最低の青森県などでは790円で
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す。これでは、毎日フルタイムで働いても月11万から14万円の手取りにしかならず、憲法が

保障する健康で文化的な最低限度の生活はできません。 

  しかも、時間額で223円に広がった地域間格差によって労働力が地方から都市部へ流出し、

地方の人口減少を加速させ、高齢化と地域経済の疲弊を招いています。今、全国の多くの自

治体が人口減少に苦しんでいます。地域経済を再生させる上で、最低賃金を全国一律に是正

することと抜本的に引き上げることは、コロナ禍でこそ必要不可欠な経済対策です。 

  全国労働組合総連合が行っている最低生活費試算調査によれば、健康で文化的な生活をす

る上で必要な生計費に地域による大きな格差は認められません。また、若者が自立した生活

に必要な生活費は月22万から24万円（税込み）の収入が必要との結果が出ています。月150

時間の労働時間で換算すると、時給1,500円前後が必要となります。 

  世界各国の制度と比較すると、日本の最低賃金はＯＥＣＤ諸国で最低水準です。また、そ

のほとんどの国で地域別ではなく、全国一律制となっています。最低賃金を引き上げるため

には、中小零細企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策の拡充が必要で

す。公正取引の観点からも、下請け企業への単価削減、賃下げが押しつけられないように指

導し、適正な契約で労働者が生活できる賃金水準を補償することが必要です。最低賃金を引

き上げることで、中小企業に働く労働者の約４割の賃金を引き上げることができます。労働

者、国民の生活を底上げし、購買力を引き上げることで、地域の中小零細企業の営業も改善

させる地域循環型経済の確立が求められています。 

  労働基準法は、第１条で「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充

たすべきものでなければならない」としており、最低賃金法第９条は、労働者の健康で文化

的な生活を営むことができるようにするとしています。最低賃金を大幅に引き上げつつ、地

域間格差をなくし、中小企業支援策の拡充を実現するため、下記の施策の早期実現を求めま

す。 

  記。 

  １、労働者の生活を支える最低賃金を1,000円以上に引き上げること。 

  ２、最低賃金法を「全国一律最低賃金制度」に改正すること。 

  ３、最低賃金の引き上げを円滑にするため、中小企業への支援策を拡充すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

  令和２年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西 智。 

  以上です、よろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 
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  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第３号最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書

（案）についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議ありますので、この採決は起立によって採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第３号最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書

（案）については、否決されました。 

  ここで、休憩といたします。再開を11時20分といたします。 

（午前１１時１２分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時２０分） 

───────────────────────────────────────── 

◎意見書案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第６、意見書案第４号種苗法の改正に関する意見書（案）につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、意見書案第４号について、読み上げて提案させていただき

ます。 

  意見書案第４号、令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。提出議員、立野広

志。賛成議員、今野幸子。 

  種苗法の改正に関する意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、財務大

臣。 

  種苗法の改正に関する意見書（案）。 

  さきの通常国会に種苗法改正案が提案されましたが、札幌市議会や苫小牧市議会などから
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慎重審議を求める意見書が決議されるなど、食の安心・安全への懸念が広がり、継続審議と

なりました。 

  政府は、提案理由として一つは農家の自家増殖を規制することで、イチゴやシャインマス

カットなどの優良品種の海外流出を防げること。二つは、自家増殖は種苗会社が新品種を育

成する意欲を失うので、許諾制（許可制）にするということです。 

  しかし、2017年11月、農水省が「海外流出を防ぐには、海外での品種登録を行うことが唯

一の対策」と答えているように、自家増殖の規制では海外流出防止にはなりません。今でも、

多くの農家は種苗費に多額な支出をしており、種苗会社は利益を求めて新品種開発にしのぎ

を削っています。 

  現行の種苗法は、種苗を開発した育成者の権利（育成者権）と農家の権利（自家増殖）の

バランスを考慮してつくられた法律であり、「改正」する理由がありません。育成者権と農

家の自家増殖は車の両輪であり、どちらかに偏れば農業という車は回らなくなります。 

  遺伝子組み換えやゲノム編集の技術で品種改良を行えば新たな育成者権が生まれ、農家は

高額な種子代金を毎年支払い続けることになり、新たな負担となります。 

  農家が自家増殖して育成してきた多種多様な品種と栽培技術が失われることは、気候変動

などへの対応力を低下させ、日本の多様な食文化や食の安心・安全を願う多くの消費者の願

いにも反することになります。 

  よって、国、国会及び政府においては、自家増殖について試験研究等の機関はもとより、

農業者並びに消費者の声を広く聞くとともに、種苗法「改正」案は廃案にするよう強く要望

します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

  令和２年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西 智。 

  以上です。お願いします。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第４号種苗法の改正に関する意見書についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議あり」と言う人あり〕 
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○議長（大西 智君） 異議がございますので、起立によって採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第４号種苗法の改正に関する意見書（案）については、否決さ

れました。 

────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第７、意見書案第５号子どもの医療費無料化制度の拡充を求める

意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） 意見書案第５号、令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。

提出議員、今野幸子。賛成議員、立野広志。 

  子供の医療費無料化制度の拡充を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第２項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、北海道知事。 

  子どもの医療費無料化制度の拡充を求める意見書（案）。 

  今、少子化の進行や子どもの貧困が北海道の喫緊の課題となっています。2017年に北海道

などが実施した「子ども生活実態調査」では、全国平均を上回る５人に１人が貧困状態にあ

り、経済的理由で受診を断念せざるを得なかった世帯が17.8％、非課税世帯では32.6％と高

いことが分かりました。 

  全ての子どもたちの健康を守るため、お金の心配をせずに必要なときに医療機関を受診で

きるように、北海道の子ども医療費助成制度の拡充が求められます。 

  しかし、北海道の子ども医療費助成の通院無料化は３歳未満まで、その上、所得制限や一

部負担金があり、他県から比べても大きく遅れています。道内の市町村の中には中学生や高

校生まで医療費無料化の取組みが広がっておりますが、地域によっては格差があり、道の制

度拡充による底上げが求められています。 

  「子どもの医療費無料化の拡充」は、幅広い道民の願いであり、コロナ禍の中で子どもた

ちをめぐる厳しい実態からも一日も早い改善が求められます。 

  よって、以下について要望します。 

  １、お金の心配をせずに、必要なときに医療機関を受診できるように、北海道の子ども医

療費助成制度を拡充すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

  令和２年９月10日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西 智。 
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○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第５号子どもの医療費無料化制度の拡充を求める意見書について

を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議がありますので、本案に関しては起立の採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第５号子どもの医療費無料化制度の拡充を求める意見書（案）

については、否決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第８、意見書案第６号新型コロナウイルス感染症の影響を伴う地

方財政の急激な悪化に対し地方財政源の確保を求める意見書（案）についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 提出議員５人を代表いたしまして、読み上げて提案をさせていただ

きます。 

  意見書案第６号、令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。 

提出議員、五十嵐篤雄、同じく、今野幸子、同じく、越前谷邦夫、同じく、大久保富士子、

同じく、石川邦子。 

  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保

を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第３項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 
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  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、

経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣。 

裏面をお開きください。 

  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を

求める意見書（案）。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的、社会的影響をもたらしており、国民

生活への不安が続いている中で、地方税、地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっ

ている。 

  地方自治体は、福祉・医療、教育、子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇

用対策など、喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の

地方財政はかつてない厳しい状況になることが予想される。 

  よって、国においては令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実

に実現されるよう強く要望する。 

  記。 

  １、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保、充実

すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとと

もに、償還財源を確保すること。 

  ２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよ

う、総額を確保すること。 

  ３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補塡

措置を講じるとともに、減収補塡債の対象となる税目についても地方消費税を含め弾力的に

対応すること。 

  ４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税、

地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設、拡充、継続に当たっては

有効性、緊急性等を厳格に判断すること。 

  ５、特に固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直

しは家屋償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策として講じられた特例措置は、本来、国庫補助金等により対応すべきものであり、今回

限りの措置として期限の到来をもって確実に終了すること。 

  以上、地方自治第99条の規定により意見書を提出します。 

  令和２年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西 智。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 
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  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第６号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化

に対し地方税財源の確保を求める意見書についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、意見書案第６号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）については、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第９、意見書案第７号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実、強化を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） 読み上げてご提案いたします。 

  意見書案第７号、令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。 

提出議員、下道英明、同じく、千葉薫、同じく、篠原功、同じく、大屋治、同じく、立野

広志、同じく、板垣正人。 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第３項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、

農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。 

裏面をご参照ください。 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）。 

  本道の森林は、全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物

の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、

「植えて、育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める必要

がある。 

  森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用、所

得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものであり、本町をはじめ、道内各地域では森

林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治山事業
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や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植林間伐や路網の整備、産地災害の防止、木造

公共施設の整備、林業事業体の育成など、様々な取組みを進めてきたところである。人工林

資源が本格的な利用期を迎える中、計画的な間伐や伐採後の着実な植林を一層進めるため、

地方債の特例措置を継続するなど、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化

の実現に向けて施策の充実・強化を図ることが必要である。 

  よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

  記。 

  一つ、森林の多面的可能を持続手気に発揮し、林業、木材産業の振興と山村における雇用

の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 

  二つ、間伐、植林、種苗生産等を着実に進めるため、森林の間伐等の実施の促進に関する

特別措置法を延長し、同法に基づく森林整備事業の都道府県市町村負担分の起債を可能とす

る地方債の特例措置を継続すること。 

  三つ、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の

実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工、流通、利用までの一体的な取組みや森林づ

くりを担う林業自体や人材の育成に必要な支援措置を充実･強化すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  令和２年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西 智。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第７号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強化を求め

る意見書（案）についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、意見書案第７号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強化を求

める意見書（案）については、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（大西 智君） 日程第１０、意見書案第８号国土強靱化に資する道路の整備等に関す

る意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） 続きまして、読み上げてご提案いたします。 

  意見書案第８号、令和２年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西 智様。 

提出議員、下道英明、千葉薫、篠原功、大屋治、板垣正人。 

  国道強靱化に資する道路の整備等に関する意見書（案）について。 

  会議規則第９条第３項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、

国土強靱化担当大臣。 

裏面をご参照ください。 

  国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書（案）。 

  北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な土地と海に育まれた豊富で新鮮な食など、多様

な魅力を有しており、国内外より訪れる観光客の増加が続いていたが、今般の新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、本道の経済は食産業や観光業、農林水産業など、幅広い分

野において大きな打撃を受けている。 

  今後は、感染抑制のための取組みを継続しながら、経済活動との両立を図ることや、復興

に向けた取組みを加速することが必要であり、そのためには北海道の強みである「食」や

「観光」に関する地域（生産空間）が持つ潜在力が最大限発揮されるよう生産性の向上に資

する高規格幹線道路ネットワークの早期形成や機能向上が必要不可欠である。 

  また、本道は近年、豪雨、暴風雪、地震、津波などの自然災害時に発生する交通障害、多

発する交通事故、道路施設の老朽化など、様々な課題を抱えている。加えて本州に比べ積雪

寒冷の度合いが特に甚だしく、除排雪等に要する費用も多額となっている。 

  こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、国と地方の適切な役割分

担のもと、道路整備、管理に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要である。 

  よって、国においては、国土の根幹をなす高規格幹線道路から住民に最も密着した市町村

道に至る道路網の計画的、体系的整備の必要性や新型コロナウイルス収束後の物流、観光を

初めとする経済活動の復興における道路の重要性などを踏まえ、より一層の道路整備の推進

や管理の充実・強化が図られるよう、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望す

る。 

  記。 

  １、長期安定的な道路整備、管理が進められるよう新たな財源を創設するとともに、道路

関係予算は、所要額を満額確保すること。 

  ２、高規格幹線道路については、着手済み区間の早期開通はもとより、未着手区間の早期
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着手及び暫定２車線区間における４車線化といった機能向上を図ること。 

  ３、令和２年度まで限定的な措置となっている「防災・減災、国土強靱化のための３か年

緊急対策」を継続し、対象事業の範囲を拡充すること。また、地方が国土強靱化地域計画に

基づく事業を着実に推進するため、必要な予算を確保するとともに、緊急自然災害防止対策、

事業債等の継続を含めた地方財政措置制度の充実を図ること。 

  ４、道路施設の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナンスサイク

ルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援の充実を

図るとともに、対策予算を確保すること。 

  ５、冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、安全

で快適な自転車利用環境の創出、北海道観光の発展に資する交通ネットワークの形成など、

地域の暮らしや経済活動の復興を支える道路の整備や管理の充実を図ること。 

  ６、泊発電所周辺の道路は、複合災害発生時における避難道路としての機能も有している

ことから、こうした道路の事業について国の負担割合を引き上げるとともに、早急な整備と

適切な管理を図るために必要な予算を別枠で確保すること。 

  ７、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制

の維持、強化を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

  令和２年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、大西 智。 

○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ２点ほど伺います。 

  まず１点は、これは言うまでもなく経済常任委員会に付託された意見書の案件だと思うの

ですが、お一人が提出議員になっておりません。これはどういう理由なのか。 

  それから、もう１点は、私は原発と戦争は絶対反対の姿勢と理念を持っております。そこ

で、お伺いしたいのですが泊発電所周辺の道路は複合災害発生時における避難道路というこ

とですから、その複合の災害に向けてやはり周辺の道路を整備しようということだと思うの

ですが、その辺の道路整備に当たっての経済常任委員会として議論がなされたのか、なされ

ないのか。もし、なされないとするならば、私は泊原発を再稼働するために道路整備するも

のでないという認識を持っているのですが、その提案者もそのような考えであるのかどうな

のか、この２点ほど伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、ご質問のほうございました。まず最初、本来ですと経済常任委員

会に付託ということでございますが、様々な委員会の中でこの文言、１から７の要望に対し

て一つ一つ吟味しまして、その中で今回、委員のほうで提出議員にはならないけれども、賛
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成議員にはなるという形で、委員会の中で決定したところでございます。 

  そして、もう一つの６番目の泊発電所の関係ですけれども、これは再稼働云々というより

は、今現状で泊活動自体は止まっていますけれども、メンテナンスの維持管理をしていると、

その中でやはり様々な津波、あるいは自然災害等がありますので、道路周辺のところは老朽

化もあると、そのような中で国土強靱化の一つの施策の中で充実して補修点検をしていきた

いと、そういう捉え方として、必ずしも再稼働する、しないといったその論点ではなく、現

状把握の道路整備についての議論として、委員会の中では一致しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 私は経済常任委員のメンバーですが、賛成するなんていうことは一言

も言ってません。 

  それで、実は私も聞きたいのですけれども、ここの意見書の２番目にある高規格幹線道路

の云々について、着手済み区間の早期開通とか、未着手区間の早期着手とか、暫定２車線を

４車線にという文言と、それからさっき言った泊のことでちょっとお聞きしたいのですが、

今、コロナ禍の中で様々な国が支援対策を進めていく中で、財源がどこから確保するかとい

うことも随分問題になっています。特に、公共事業等については不要不急の事業を見直しし

て、そして今のコロナ禍における対策に回すべきだという声も随分出ていますし、国のほう

でもそういったことを述べている方もおいでになります、政府の中でも。 

  そういう点で言いますと、この高規格道路の関係でいうと、かなりの財源を必要とする整

備費用になります。あるいは、新たに整備するというふうに計画が打ち出されているところ

でも、何百億と予算を費やさなければならないところも出ているのです。 

  そういうようなところを含めるような形で、この未着手区間とか、それから暫定２車線を

４車線にとかというふうに、逆にこういったところの予算を遂行すべきだというような中身

というのは、非常に私は今のコロナ禍にあっては現状としては問題だと思っています。それ

についてどう思うのかということです。 

  それから６番目、泊原発って、特に地域を限定して意見書として出す場合に、泊原発の周

辺道路ということで、特に地域を限定した形でこの意見書の中に出して、さらに複合災害発

生時になんて、本来あってはならないわけです。それをあたかも、それを想定しているかの

ような文面で、この避難道路の整備について求めていくというのは、私はこの意見書として

はふさわしくないなというふうに思います。その点では、どうお考えなのか伺いたいと思い

ます。 

○議長（大西 智君） ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、委員会の中で賛成をしてないということですから、だったと思う

のですが、委員会の中では常任委員会の中では提出議員としては外れるということで、私自

信は賛成していただけるという形で判断したところでございます。 
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  ２点目のほうですが、高規格幹線道路云々ということで、財源化ということがありますけ

れども、今このコロナ禍の中では当然、抑制と収束後に向けてということで、やはり経済を

回していかなければいけない、そういった点では財源の中でその優先度はありますけれども、

やはり、この経済的なインフラ整備ということを提案していかなければいけないということ

で、この国土強靱化に資する意見書の趣旨だと思います。 

  泊原発についてですけれども、今、北海道の中で特に災害複合発生時ということでおっし

ゃいましたけれども、泊原発は今、北海道の中で唯一あるわけですけれども、やはりここの

ところに対して応分な財政担保というか、あるいは道路社会整備インフラをやはり喫緊の課

題として、やはりしていかなければいけない。それはコロナ禍であろうが、何であろうが財

源の中でも優先順位はありますけれども、やはり打ち出していくということで、この文言が

付け加えられていると思いますので、必ずしも先ほども言いましたように泊原発の再稼働、

あるいは未稼働と、そういった論点ではないということを述べさせていただきます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） コロナ禍後のというふうに今、言われましたけれども、まさに今、コ

ロナ禍の状況ですよ。まず、それをどう乗り越えるかということが今、一番大事な問題であ

って、コロナ禍後に財政の在り方として、例えば２番目の高規格道路整備について述べたと

するならば、これはむしろ必要ないと、今はとにかくコロナ禍の中での経済活動や国土強靱

化含めて、どう取組むかということが大事なのではないかと思います。 

  その点、もう一度ちょっと伺うのですが、それから６番目、泊発電所だけではないのです

よ、災害。現に今まで様々な災害があちこちで発生しています。これは北海道だけではなく

て、全国的にもそうでしょう。だから、要は災害発生の恐れのある地域や、その幹線道路等

については、やはりきちんとした整備を行うべきだというのが大事なのだと思うのです。 

  河川にしても、未整備の河川が随分あると、それも１級、２級の河川含めて、でも結局、

財源がないために河川対策もできていない。国土強靱化になっていないわけですよ、そうい

う点では。 

  だから、泊に限定するということは必要ないと、むしろこれは災害発生時の道路、例えば

避難道路等の整備、これを全国見直しして、しっかり対策すべきだというふうに私、内容的

には変えるべきだと思うのですが、その点いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） まず第１点、コロナ禍について、今、真っ最中だということでござい

ますけれども、まさしくそうだと思うのですが、その中でＧｏＴｏキャンペーンだとか、Ｇ

ｏＴｏイート、これから始まってまいります。特に10月から東京も始まるということで、観

光業、流通業だけではなく、やはり社会整備のインフラ、土木関係、そういったところもき

ちんとした目配り、気配りしていかなければいけない、そのための提案として今回、意見書

として強靱化、もう一度原点に戻って社会整備をしていこうということで提案しているとこ
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ろだと考えております。 

  そして、もう一つのほうの、あくまでもこの泊発電所周辺道路、これは特記しております

けれども、まずはこの整備を大事にしていきたいと、整備をしっかりしていくと、基礎的な

整備をしっかりしていくということですので、何度も言うようですが稼働だとか、再稼働だ

とか、原発反対とか、そういう観点ではなく、現状にある、今休止して、その保全の中で最

悪のことも想定しながら、やはり整備をしていかなければいけないというところで、この文

言が入っていると思っています。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書(案)について、

反対する立場で討論をいたします。 

  これは、経済常任委員会に回されて委員会で議論をしてくれということになっているわけ

ですが、私はその中でも例えば、泊発電所云々のところについても意見を述べさせていただ

きましたが、残念ながら全体として意見書の見直しにはならなかったのです。 

  それで、私はまずそのこともあって、この意見書には同意できなかったわけですが、一番

大きな問題は何かというと、先ほど指摘しましたように文面上は今般の新型コロナウイルス

感染症拡大の影響によりと、本道の経済と云々書いてありますが、まさにコロナ禍の中で国

土強靱化に資するための道路の整備を求めるという内容であります。コロナ対策では、まだ

まだ国の施策、支援対策等、十分ではないし、そのための財源確保もしっかりしなければな

らないわけでありますけれども、そういう点で言いますとやはり公共事業等の不要不急の事

業を見直しして、そういうところから財源も生み出していかなければいけないということだ

と思うのです。 

  ところが、この意見書の中には先ほど指摘もしましたけれども、いろいろ地域では賛否も

ある中での、この高規格道路の整備、この整備について推進するという文言になっておりま

すし、それから６番目はなぜか泊発電所だけを特記して災害発生時における避難道路の整備

というふうになっています。 

  私は、むしろこの台風被害を含めて、河川氾濫とか、全国的に大きな災害が起こっている

中で、例えば国土強靱化のためであれば、河川整備であったり、土砂災害防止の対策であっ

たり、そういう災害発生時における道路の確保、避難道路の確保は非常に重要な課題でもあ

るのですが、そういうふうに本来なら意見書として述べるべきであると思います。 
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  それが、なぜか泊発電所を限定した形で明記しているところに、私は非常に違和感を感じ

ます。それが賛成、反対かは別にしてこういうような形の意見書というのは、うちの議会と

しては出すべきではないと、このように考えまして、この意見書については反対をいたしま

す。 

○議長（大西 智君） そのほか討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで、討論を終了いたします。 

  これから、意見書案第８号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書についてを採

決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立多数です。 

  したがって、意見書案第８号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書(案)に

ついては、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  あすから12月の定例日の前日までは休会となっておりますので、ご承知願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ０時０２分） 
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